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 （会議の運営方法） 

第２１条  総会及び理事会の運営方法はこの規約に定めるほか、別に定める規則による。 
 

 （定足数） 



- 5 -  （事業計画及び収支予算） 第２９条  本会の事業計画及び収支予算は、代表理事が作成し、毎事業年度の開始前に理事会の議決を経なければならない。 ２  事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。   （事業報告及び決算） 第３０条 本会の事業報告書、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、

監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。 
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